
 
 

申請の流れ 

（面積１ha以下の農業用施設への農地転用の場合） 

 

申請者（転用事業計画者） 

農業振興地域整備計画書変更申請 

    幕   別   町  

          決定公告・通知 

 

 

申請者（転用事業計画者） 

          転用許可申請（毎月 10日まで） 

    農 業 委 員 会   

          総会審議（毎月末頃） 

意見聴取 

（30ａ以上） 

   北 海 道 農 業 会 議  

          意見（毎月 20日頃） 

    農 業 委 員 会   

          許可 

申請者（転用事業計画者） 

 

 

農地法による手続き 

農業振興地域の整備に関す

る法律による手続き 

意見聴取が

必要ない案

件の場合は

総会審議を

経て許可 


